
1 

福島市小規模修繕契約希望者登録制度 
令和８年度登録申請の手引き 

 

 

 【一般的事項】 

 １ 制度の概要  

この登録制度は、競争入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登載されていない方を対象に、福島

市が発注する小規模な修繕契約のうち、内容が軽易でかつ少額な修繕契約（１００万円以下）を希望する

方を登録し、発注時に積極的に業者選定の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようと

するものです。 

◇登録できる者 

福島市内に主たる事業所を有する者 

・個人、法人を問いません。 

    ・建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等を問いません。 

・現に自ら業として希望業種に係る業務を行っていること。（会社従業員等になっていないこと。） 

◇登録できない者 

①福島市内に主たる事業所を有しない者（他の市町村に本店又は主たる事務所を置く者） 

②福島市の令和７・８年度入札参加資格の登録申請を行った者（入札参加資格のある方は申請できませ

ん。） 

③当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない 

者 

④希望業種を履行するために必要な資格・許可を有しない者 

⑤入札参加資格のある法人の代表者及び役員が小規模修繕契約希望者登録申請をする法人の代表者及び

役員になっている等、入札参加資格のある法人の同種関連会社と認められる事業者及びこれと同様と

認められる個人 

⑥福島市において市税を滞納している者 

⑦役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人

である場合にはその役員、その支店又は契約締結権を委任する事務所の代表者その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員の

配偶者（当該暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）であると認められる者 

⑧役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる者 

⑨役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

⑩役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認めら

れる者 

⑪役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

 

 ２ 登録者の取扱い  

福島市小規模修繕契約希望者登録申請書（様式第１号）を提出し、審査に合格した方は、福島市小規模

修繕契約希望者登録名簿に登載され、併せて庁内に周知されることにより、福島市が発注する小規模な修

繕契約の際に業者選定の対象となります。但し、業者選定や契約を約束するものではありませんのでご承

知ください。 

   なお、審査に合格し登録業者となられた方へあらためて通知等は行いません。但し、福島市の契約の相

手方として不適当と認められた場合は、登録抹消等を行った後に通知します。 
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 ３ 申請受付期間及び受付時間  

    申請受付は令和８年1月７日（水）から令和８年１月２１日（水）まで（土曜、日曜及び祝日を除く）、

受付時間は午前９時から１１時までと午後１時から４時までです。財務部契約検査課（３階）で受付いた

します。 

    なお、上記期間以外の申請受付はできませんのでご注意願います。 

 ４  登録の有効期間  

    この登録の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとなります。期間終了後も登録

を希望する場合はあらためて申請による登録が必要です。 

 

 ５ 登録内容の変更  

    申請後に、廃業又は住所・代表者氏名等重要な変更があったときは、すみやかに福島市小規模修繕契約

希望者登録事項変更届（様式第３号）を提出しなければなりません。  

  なお、変更届は任意様式による届出も可能です。 

 

【契約に関する事項】   

 １ 発注の方法  

   福島市が小規模な修繕を発注するときは、原則として複数の業者の見積もり競争によって、最も低い価

格を提示した業者と契約することになります。 

    なお、見積もり依頼を辞退することは自由ですが、その場合は必ず発注課等へ連絡（電話でも可）願い

ます。 

    見積もり競争の結果は、すみやかに発注課等の担当者から連絡いたします。 

 

 ２ 契約の方法  

契約業者となった場合は、発注課等の指示に従って原則として書面（請書）により契約します。ただし、

発注課等の担当者から１０万円未満の契約で書面を省略する旨の指示があったときは省略できます。 

なお、この制度による契約保証金は原則として免除されます。 

 

 ３ 契約の履行  

    契約の履行は、福島市財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりませ

ん。 

    なお、請け負った契約は原則として自ら履行しなければなりません。一括下請け（丸投げ）及び市が認

めた場合以外の下請けはできませんので、申請時の希望業種の記載範囲は、自ら施行（履行）できる業種

を記載してください。 

 ４ 請負代金の支払い  

請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき口座振替の方法により支払います。 

    支払い期間は、正当な請求を受けた日から３０日以内となります。 

 

 ５ 不正行為等の禁止  

契約に関して独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は決して行わないでください。業務に

関して不正又は不誠実な行為等が認められた場合は、契約解除を含め登録の抹消を行うことになります。 

 

 ６ 登録者名簿の公開  

    この制度による登録者名簿は庁内に公開するほか、契約制度の透明性を図る観点から一般に公開（福島

市ホームページに掲載）いたします。 

 

 ７ 契約に関する苦情・相談等  

    契約に関する苦情・相談等は、財務部契約検査課契約係で受け付けいたしますのでお申し出ください。  
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 【申請書（様式第１号）の書き方】 

 １ 所在地  

    主たる事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で営業しているときは自宅を事業所とし

て記入してください。 

 

 ２ 商号又は名称  

    法人は、商業登記簿の記載に基づき記入してください。個人事業主は、通常使用している商号がある場

合はそれを記入し、無い場合は記入しないでください。 

 

 ３ 代表者職・氏名  

    法人は、商業登記簿に記載された代表者の職名・氏名を記入してください。個人事業主で商号がある場

合は、通常使用している代表者の職名・氏名を記入してください。 

 

 ４ 電話及びＦＡＸ番号  

    電話及びＦＡＸは、重要な連絡手段となりますので必ず記入してください。 

    なお、個人事業主の場合で、福島市ホームページ等での名簿の公開に了承いただける場合は携帯電話の

登録も可能です。 

 

 ５ 登録希望業種  

    ５業種以内であれば内容の制限はありませんが、「修繕業務」に該当する業種を記入してください。なお、

発注担当課等ではこの内容を見て業者を選定しますので、申請書裏面の「登録用業種例」に記載のある「Ｄ

具体的修繕業種（参考例）」を参考にできるだけ具体的に、１欄１業種で受注を希望する順序で記入してく

ださい。 

    また、法的な許可・免許・登録を要する場合はその名称を記入し、許可証等の写しを添付してください。 

 

 ６ 提出書類  

◇法人の場合 

申請書（様式第１号） 

暴力団等の排除に関する誓約書（申請日現在のもの） 

商業登記簿謄本(コピー可)      １通（令和７年１１月１日以降に発行のもの） 

納税証明書(コピー可)        １通（令和７年１１月１日以降に発行のもの） 

  ※法人市民税は直近１年分 

  ※固定資産税・軽自動車税は法人市民税と同じ年度（非課税の場合は不要です） 

許可書等の写し（許可・免許等が必要な業種を申請する場合） 

債権者登録（口座振替）申請書 

※通帳表紙裏カナ登録内容のコピーを添付ください。 
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◇個人の場合 

申請書（様式第１号） 

暴力団等の排除に関する誓約書（申請日現在のもの） 

身分証明書(コピー可)             １通（令和７年１１月１日以降に発行のもの）  

令和７年度納税証明書（コピー可）      １通（令和７年１１月１日以降に発行のもの） 

※個人市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税（非課税の場合は不要です） 

        令和７年度課税（非課税）証明書 (コピー可)     １通（令和７年１１月１日以降に発行のもの） 

源泉徴収票の写し 

※課税（非課税）証明書に給与収入の記載のある方のみご提出ください。 

許可書等の写し（許可・免許等が必要な業種を申請する場合） 

債権者登録（口座振替）申請書 

 ※通帳表紙裏カナ登録内容のコピーを添付ください。 

 

◎身分証明書は市役所市民課総合窓口又は各支所・茂庭出張所にて発行いたします。但し、本籍地が市

外の場合は本籍地所在市町村で身分証明書を取得してください。 

 

◎納税証明書、課税（非課税）証明書は市役所市民税課又は市民課総合窓口、各支所・茂庭出張所にて

発行いたします。 

 

 

 

                                            【担当】 〒９６０－８６０１ 

                                                     福島市五老内町３番１号 

                                                     福島市役所 財務部契約検査課契約係 

                                                     電 話 ０２４－５２５－３７０５ 

                                                     ＦＡＸ ０２４－５３６－１８７６ 
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（様式第１号 表面） 

令和８年度福島市小規模修繕契約希望者登録申請書 
  
                                                             令和 ８ 年 １ 月 ○ 日 

    福 島 市 長 様 
 

   福島市が発注する小規模修繕契約を受注するため登録を申請します。 
 

登 録 状 況 新規 ・ 継続 
登録番号 

記入しないでください 

 

 
 

所 在 地  〒９６０－８６０１ 

 福島市 五老内町３番１号 

商 号 又 は 

名    称 

ﾌﾘｶﾞﾅ    ゴロウウチケンチク 

五 老 内 建 築 

 

 
代 表 者 

職 ・ 氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ        フクシマ サブロウ 

代表  福 島  三 郎 

電 話 番 号 ０２４－□□□－□□□□  

FAX番号 ０２４－○○○－○○○○ 携帯番号 

※個人登録で携帯電話番号の名簿搭載を 
希望する場合のみ記入してください 
０×０－△△△△―△△△△ 

 
 
    修繕希望業種（５業種以内 裏面具体的修繕業種例を参照） 
 

希望順 登録№ 
登録希望修繕業種 

（受注希望順に具体的に記入すること） 
許可・免許等が必要な業種は 
その種類・名称等 

１ 2071 塗装修繕 一般建築業許可 屋根 

２ 2032 瓦、スレート修繕 一般建築業許可 屋根 

３ 1041 コンクリート、ブロック修繕  

４ 3041 火災警報設備、消火設備修繕 消防設備士 甲種4類 

５ 2051 建築板金修繕  

  
 

※ 記入にあたっては「福島市小規模修繕契約希望者登録制度 令和８年度登録申請の手引き」の記入例を 

参考にしてください。 

※ 許可・免許等が必要な業種を申請するときは、許可書等の写しを添付してください。 

※ 登録の有効期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日     

 

                                                                      

 
受理     不備（          ） 

確認者 受付担当 
 
 

 代表、社長、代表取締役など 

通常使用している職名がある場

合はご記入ください。 

見積書や請求書など市に提出 

する書類はすべて同様にご記入く

ださい。 

 名簿は福島市ホームページ等にて公表

いたしますので、携帯番号は了承いただ

ける方のみご記入ください。 

見積もり依頼や発注は電話での連絡が

基本となりますので、固定電話で連絡が

つく場合は記入しなくても結構です。 

受付印 

記入例 
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(様式第１号　裏面）

登録用業種例

　　●　登録する修繕業種については、Ｄ欄「具体的修繕業種」から選び　○印で囲んでください。
　　　申請書にはその中から、希望順に記入してください。Ｄ欄に無い場合はその他の欄に具体的に記入してください。
　　●　○印はいくつつけてもかまいませんが、登録は申請書に記入した５業種となります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
参考

建設工事種類(経審）

一般土木修繕 １０１１
コンクリート、土工、外構、道路付属物、防護柵、遊
具、交通安全施設、基礎修繕など

とび、土工、コンクリート

石修繕 １０２１
石材、石積み修繕など

石

ブロック修繕 １０３１
タイル、ブロック、門扉、フェンス修繕など

タイル・レンガ・ブロック

ほ装修繕 １０４１
アスファルト、コンクリート、ブロック修繕など

ほ装

その他土木関係修繕 １９０１

木製造作修繕 ２０１１
木製建築物修繕など

木製工作物修繕 ２０１２
木材加工、工作物、木製設備、木製家具、木製遊具修
繕など

左官工事修繕 ２０２１
壁　吹きつけ、モルタル、土壁、繊維壁修繕など

左官

トタン屋根修繕 ２０３１
トタン修繕など

瓦・スレート屋根修繕 ２０３２
瓦、スレート修繕など

溶接修繕 ２０４１
溶接修繕

鋼構造物

板金修繕 ２０５１
板金加工、建築板金修繕など

板金

ガラス修繕 ２０６１
ガラス

ガラス

塗装修繕 ２０７１
塗装

塗装

防水修繕 ２０８１
アスファルト防水、モルタル防水、目地防水、塗膜防
水、シート防水、注入防水修繕など 防水

壁・天井修繕 ２０９１
壁、天井修繕、クロス修繕など

床修繕 ２０９２
カーペット、クッションフロア、Ｐタイル修繕など

畳修繕 ２０９３
畳修繕

カーテン修繕 ２０９４
カーテン、ブラインド、ロールカーテン修繕など

木製建具修繕 ２１０１
木製建具（障子、襖など）修繕

金属製建具修繕 ２１０２
金属製建具（サッシ、網戸など）修繕

錠鍵修繕 ２１０３
錠鍵修繕、合鍵修繕

カーテンウォール修繕 ２１０４
カーテンウォール修繕

その他建築関係修繕 ２９０１

電気設備修繕 ３０１１
電気設備、照明設備修繕

電気設備

空調設備修繕 ３０２１
空調設備、冷暖房設備修繕、ストーブ、ファンヒー
ター修繕など

給排水・給湯設備修繕 ３０２２
給水、排水、給湯設備修繕など

衛生設備修繕 ３０２３
衛生設備、浄化槽、水洗トイレ修繕など

ガス配管等修繕 ３０２４
ガス配管修繕など

電気通信設備修繕 ３０３１
電気通信設備、放送設備、データ通信設備修繕など

電気通信設備

消防設備修繕 ３０４１
火災警報設備、消火設備、排煙設備、スプリンクラー
修繕など 消防設備

その他設備関係修繕 ３９０１

備品等修繕 ４０１１
楽器、カメラ、時計、家電製品等修繕

その他修繕 ４９０１

具体的修繕業種　(参考例）大分類 登録№修繕種別

土木関係修繕

その他修繕 　

大工

管

内装

設備関係修繕

建築関係修繕

屋根

建具

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 
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太枠内の必要事項を記入してください。

債権者登録（口座振替）申請書【記載例】
申請日 令和5年10月2日

福島市長
下記のとおり申請します。今後、私への福島市の支払金は、下記の口座に振り込んでください。

登録分類

↑下記の１、２のいずれかの番号を選択してください。

⇒枠Ａのみ記入してください。

⇒枠Ａ及び枠Ｂを記入してください。

　A通常口座：完成金などを受け取る口座

　B前金口座：前払金保証契約（※）に該当する専用口座（該当がない場合は記入不要）

債権者情報 【記入上の注意】

〇受任者の該当がない場合は、申請者欄の
み記入してください。

A 通常口座 ↓（選択） ↓（選択） 【記入上の注意】

銀行 りんご 支店・支所

0100
本・支店（所）
コード（３桁）

005

普通
口座番号
（７桁）

0001234

B 前金口座 ↓（選択） ↓（選択）

銀行 いちご 支店・支所

0100
本・支店（所）
コード（３桁）

015

普通
口座番号
（７桁）

0007654

申請書作成者

※必須事項

電話番号 024-525-3772

金
融
機
関
名

もも

金融機関
コード（４桁）

預金種別（選択）

ｶ)ﾓﾓﾘﾝｼﾖｳｼﾞ ABC(ｴｲ
口座名義人
カナ登録内容

預金種別（選択）

ﾏｴﾊﾞﾗｲﾖﾀｸｷﾝｸﾞﾁ(ｶ)ﾓﾓﾘﾝｼﾖｳｼﾞ ABC(ｴｲ

金
融
機
関
名

もも

所在地 福島県福島市五老内町３番１号　福島市役所１階

商号又は名称 株式会社ＭＯＭＯＲＩＮ商事　ａｂｃ営業所

代表者　役職　氏名

2

１．通常口座のみ登録します。

２．通常口座及び前金口座を登録します。

※公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社と締結する契約

123456
債権者コード（６桁）

（業者番号）

商号又は名称 株式会社ＭＯＭＯＲＩＮ商事

代表者　役職　氏名 代表取締役社長　黒　桃林

所長　桃　林檎郎

申請者

（本店・本社等）

所在地 福島県福島市五老内町３番１号　福島市役所４階

〇前払金保証契約（※）に該当する専用口座を

記入してください。該当がない場合は記入不要

です。

※公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）第２条第４項に規定する

保証事業会社と締結する契約

〇その他の記入上の注意は、A通常口座と同様

です。

受任者

（請求書に記載する
支店・営業所等）

口座名義人
カナ登録内容

担当者氏名 桃　林檎郎

○申請者名義または受任者名義の口座を記入し

てください。

○コード及び口座番号はそれぞれ指定の桁数で

記入してください。　例：1234　⇒　0001234

○口座名義人は、金融機関のカナ登録内容のと

おり記入してください。　例：株式会社ＭＯＭ

ＯＲＩＮ商事　ａｂｃ営業所　所長　桃　林檎

郎　⇒　ｶ)ﾓﾓﾘﾝｼﾖｳｼﾞ ABC(ｴｲ

○カナ登録されていない内容は記入不要です。

（例の場合、所長以降）

所属名 株式会社ＭＯＭＯＲＩＮ商事　ａｂｃ営業所

金融機関
コード（４桁）

 



8 
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暴力団等の排除に関する誓約書 

 

令和 ８ 年 １ 月 ○ 日 

 

福 島 市 長 

 

住所         福島市五老内町３番１号 

商号又は名称   五老内建築       

代表者職・氏名  代表  福島三郎          

 

 

私は下記１に該当しないことを表明するとともに、将来にわたって下記２に該当する行為をしないことを誓約

します。 

この表明・誓約書が虚偽であり、又はこの表明・誓約書に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てず、なんらの賠償ないし補償を求めません。但し、貴職に損害が生じたときは、その損害

を賠償します。 

また、貴職の求めに応じ、当方の役員名簿（役職名、氏名、住所、性別及び生年月日の一覧表）を提出すること、

並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での当方の個人情報を警察に提供し、表明・確約事項を確認する

ことについて同意します。 

 

 

記 

 

1. 契約の相手方として不適当なもの 

(1)役員等（個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはそ

の役員、その支店又は契約締結権を委任する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団対策法

第２条６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員の配偶者（暴力団員と生計

を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）であると認められる者。 

 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められ

るとき。 

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 

2. 契約の相手方として不適当な行為をするもの 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当職員等の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 
 

記入例 
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（様式第３号） 

 

 

 

          福島市小規模修繕契約希望者登録事項変更届 
   
                                                               令和 〇 年 〇 月 〇 日 
 
 
     福 島 市 長 
 
             

                     郵便番号      ９６０－１３０１ 
 

                         所在地       福島市飯野町○○９番地の９ 
 

                       商号又は名称   ●●工務店 
       届出者 

                         代表者職・氏名   社長  ◎◎ ◎◎                       
 

                         電話番号      ５６２－■■■■ 
 

                         ＦＡＸ番号     ５６２－■■■■ 
 
 
    下記のとおり変更をしたので届出します。  
 
 

 
届出事項 

 

 
変 更 前 

 

 
変 更 後 

 

 
変更年月日 

 

 

住所 

 

 

商号 

 

代表者職名 

 

電話/FAX 

 

 

 

９８０－８１１１ 

福島市五老内町△△１番１号 

 

▲▲商店 

 

代表 

 

電話  ５３５－◆◆◆◆ 

FAX  ５３５－◆◆◆◆ 

     

９６０－１３０１ 

福島市飯野町○○９番地の９ 

 

●●工務店 

 

社長 

 

電話  ５６２－■■■■ 

FAX  ５６２－■■■■ 

 

 

令和□年□月□日 

 備考 

 

 
※ 希望業種の変更は、認められませんのでご注意ください。 

※ 廃業等により登録を辞退するときも届出してください。              

※ 自己作成による同様式の届出も可能です。 

 
 
 
 
                       受付印 

 

 
  確認者 

 

 
 受付担当 

 

 

契約検査課記入欄 

（記入しないでください） 

契約検査課記入欄 

（記入しないでください） 

 

記入例 
登録の変更は届出日以降になり

ますので、変更が生じた場合は

すみやかに届出ください。 

届出者は変更後の内容

をご記入ください。 

変更になった部分をご記入ください。 

変更内容によっては証明書等が必要に

なる場合があります。 
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（様式第１号 表面） 

令和８年度福島市小規模修繕契約希望者登録申請書 
 

                                                            令和   年   月   日 

    福 島 市 長 様 

   福島市が発注する小規模修繕契約を受注するため登録を申請します。 
 

登 録 状 況 新規 ・ 継続 
登録番号 

記入しないでください 

 

 

 

所 在 地 
 〒   － 

 福島市  

商 号 又 は 

名    称 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

       

代 表 者 

職 ・氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ   

       

電 話 番 号   

FAX番号  携帯番号 

※個人登録で携帯電話番号の名簿搭載を 
希望する場合のみ記入してください 

 

 
    修繕希望業種（５業種以内 裏面具体的修繕業種例を参照） 
 

希望順 登録№ 
登録希望修繕業種 

（受注希望順に具体的に記入すること） 

許可・免許等が必要な業種は 

その種類・名称等 

１    

２    

３    

４    

５    

     
※ 記入にあたっては「福島市小規模修繕契約希望者登録制度 令和８年度登録申請の手引き」の記入例を 

参考にしてください。 

※ 許可・免許等が必要な業種を申請するときは、許可書等の写しを添付してください。 

※ 登録の有効期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日     

 

                                                                      

 
受理     不備（          ） 

確認者 受付担当 
 
 

受付印 
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(様式第１号　裏面）

登録用業種例

　　●　登録する修繕業種については、Ｄ欄「具体的修繕業種」から選び　○印で囲んでください。
　　　申請書にはその中から、希望順に記入してください。Ｄ欄に無い場合はその他の欄に具体的に記入してください。
　　●　○印はいくつつけてもかまいませんが、登録は申請書に記入した５業種となります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
参考

建設工事種類(経審）

一般土木修繕 １０１１
コンクリート、土工、外構、道路付属物、防護柵、遊
具、交通安全施設、基礎修繕など

とび、土工、コンクリート

石修繕 １０２１
石材、石積み修繕など

石

ブロック修繕 １０３１
タイル、ブロック、門扉、フェンス修繕など

タイル・レンガ・ブロック

ほ装修繕 １０４１
アスファルト、コンクリート、ブロック修繕など

ほ装

その他土木関係修繕 １９０１

木製造作修繕 ２０１１
木製建築物修繕など

木製工作物修繕 ２０１２
木材加工、工作物、木製設備、木製家具、木製遊具修
繕など

左官工事修繕 ２０２１
壁　吹きつけ、モルタル、土壁、繊維壁修繕など

左官

トタン屋根修繕 ２０３１
トタン修繕など

瓦・スレート屋根修繕 ２０３２
瓦、スレート修繕など

溶接修繕 ２０４１
溶接修繕

鋼構造物

板金修繕 ２０５１
板金加工、建築板金修繕など

板金

ガラス修繕 ２０６１
ガラス

ガラス

塗装修繕 ２０７１
塗装

塗装

防水修繕 ２０８１
アスファルト防水、モルタル防水、目地防水、塗膜防
水、シート防水、注入防水修繕など 防水

壁・天井修繕 ２０９１
壁、天井修繕、クロス修繕など

床修繕 ２０９２
カーペット、クッションフロア、Ｐタイル修繕など

畳修繕 ２０９３
畳修繕

カーテン修繕 ２０９４
カーテン、ブラインド、ロールカーテン修繕など

木製建具修繕 ２１０１
木製建具（障子、襖など）修繕

金属製建具修繕 ２１０２
金属製建具（サッシ、網戸など）修繕

錠鍵修繕 ２１０３
錠鍵修繕、合鍵修繕

カーテンウォール修繕 ２１０４
カーテンウォール修繕

その他建築関係修繕 ２９０１

電気設備修繕 ３０１１
電気設備、照明設備修繕

電気設備

空調設備修繕 ３０２１
空調設備、冷暖房設備修繕、ストーブ、ファンヒー
ター修繕など

給排水・給湯設備修繕 ３０２２
給水、排水、給湯設備修繕など

衛生設備修繕 ３０２３
衛生設備、浄化槽、水洗トイレ修繕など

ガス配管等修繕 ３０２４
ガス配管修繕など

電気通信設備修繕 ３０３１
電気通信設備、放送設備、データ通信設備修繕など

電気通信設備

消防設備修繕 ３０４１
火災警報設備、消火設備、排煙設備、スプリンクラー
修繕など 消防設備

その他設備関係修繕 ３９０１

備品等修繕 ４０１１
楽器、カメラ、時計、家電製品等修繕

その他修繕 ４９０１

具体的修繕業種　(参考例）大分類 登録№修繕種別

土木関係修繕

その他修繕 　

大工

管

内装

設備関係修繕

建築関係修繕

屋根

建具
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暴力団等の排除に関する誓約書 

 

令和  年  月  日 

 

福 島 市 長 

 

 

住所 

商号又は名称              

代表者職・氏名 

 

 

私は下記１に該当しないことを表明するとともに、将来にわたって下記２に該当する行為をしないことを誓約

します。 

この表明・誓約書が虚偽であり、又はこの表明・誓約書に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てず、なんらの賠償ないし補償を求めません。但し、貴職に損害が生じたときは、その損害

を賠償します。 

また、貴職の求めに応じ、当方の役員名簿（役職名、氏名、住所、性別及び生年月日の一覧表）を提出すること、

並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での当方の個人情報を警察に提供し、表明・確約事項を確認する

ことについて同意します。 

 

記 

 

1． 契約の相手方として不適当なもの 

(1)役員等（個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはそ

の役員、その支店又は契約締結権を委任する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団対策法

第２条６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員の配偶者（暴力団員と生計

を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）であると認められる者。 

 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められ

るとき。 

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

 

2． 契約の相手方として不適当な行為をするもの 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4)偽計又は威力を用いて契約担当職員等の業務を妨害する行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 
 
 
 

     別 紙 
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（様式第３号） 

 

 

 

福島市小規模修繕契約希望者登録事項変更届 
 
                                                               令和   年   月   日 
 

     福 島 市 長 

 
             
                    郵便番号  
 
                      所在地  
 
                     商号又は名称  

届出者 
                      代表者職・氏名   
 
                      電話番号  
 
                      ＦＡＸ番号  
 
 
    下記のとおり変更等をしたので届出します。  
 
 

届出事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日  

    

 

  備考 

    

 

  ※ 希望業種の変更は、認められませんのでご注意ください。 

   ※ 廃業等により登録を辞退するときも届出してください。              

   ※ 自己作成による同様式の届出も可能です。 
 
 
 
 
 
                        

受付印 

 

 
  確認者 

 

 
 受付担当 
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太枠内の必要事項を記入してください。

債権者登録（口座振替）申請書【手書用】
申請日 令和　　　年　　　月　　　日

福島市長
下記のとおり申請します。今後、私への福島市の支払金は、下記の口座に振り込んでください。

登録分類

↑下記の１、２のいずれかの番号を選択してください。

⇒枠Ａのみ記入してください。

⇒枠Ａ及び枠Ｂを記入してください。

　A通常口座：完成金などを受け取る口座

　B前金口座：前払金保証契約（※）に該当する専用口座（該当がない場合は記入不要）

債権者情報 【記入上の注意】

〇受任者の該当がない場合は、申請者欄の
み記入してください。

A 通常口座 ↓（選択） ↓（選択） 【記入上の注意】
銀行

金庫

組合

その他

本店

支店・支所

出張所

本・支店（所）
コード（３桁）

普通・当座
口座番号
（７桁）

B 前金口座 ↓（選択） ↓（選択）

銀行

金庫

組合

その他

本店

支店・支所

出張所

本・支店（所）
コード（３桁）

普通・当座
口座番号
（７桁）

金
融
機
関
名

〇前払金保証契約（※）に該当する専用口座を

記入してください。該当がない場合は記入不要

です。

※公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）第２条第４項に規定する

保証事業会社と締結する契約

〇その他の記入上の注意は、A通常口座と同様

です。

金融機関
コード（４桁）

預金種別（選択）

口座名義人
カナ登録内容

金
融
機
関
名

○申請者名義または受任者名義の口座を記入し

てください。

○コード及び口座番号はそれぞれ指定の桁数で

記入してください。　例：1234　⇒　0001234

○口座名義人は、金融機関のカナ登録内容のと

おり記入してください。　例：株式会社ＭＯＭ

ＯＲＩＮ商事　ａｂｃ営業所　所長　桃　林檎

郎　⇒　ｶ)ﾓﾓﾘﾝｼﾖｳｼﾞ ABC(ｴｲ

○カナ登録されていない内容は記入不要です。

（例の場合、所長以降）

金融機関
コード（４桁）

預金種別（選択）

口座名義人
カナ登録内容

申請書作成者

※必須事項

担当者氏名

所属名

電話番号

受任者

（請求書に記載する
支店・営業所等）

所在地

商号又は名称

代表者　役職　氏名

申請者

（本店・本社等）

所在地

商号又は名称

代表者　役職　氏名

1・２

１．通常口座のみ登録します。

２．通常口座及び前金口座を登録します。

※公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社と締結する契約

債権者コード（６桁）
（業者番号）

債権者コードが３から始まる場合は、必ず請求書処理担当所属を経由してください。

請求書処理担当所属記入欄 契約検査課処理欄 会計課処理欄

上記の内容に相違ないことを確認しました。

所属名称

請求書処理担当所属　⇒　会計課 契約検査課　⇒　会計課

入力者印 確認日 確認者印所属長印 担当者印 入力日受付日 受付者印

 

 


